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議案第６６号

令和元年度新潟市一般会計補正予算（第２号） 

 令和元年度新潟市の一般会計補正予算（第２号）は，次に定めるところによる。

 （歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８３７，７９９千円を追加し，歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ３９９，０５７，８６３千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第２条 繰越明許費の追加は，「第２表 繰越明許費補正」による。

 （債務負担行為の補正）

第３条 債務負担行為の追加は，「第３表 債務負担行為補正」による。

 （地方債の補正）

第４条 地方債の変更は，「第４表 地方債補正」による。

  令和元年９月１３日提出

                            新潟市長 中原 八一   
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　 第１表　歳入歳出予算補正

     歳  入

（単位　千円）

款 項

19 国庫支出金 66,566,810 294,000 66,860,810

 2 国庫補助金 16,256,456 294,000 16,550,456

20 県支出金 20,246,163 3,452 20,249,615

 2 県補助金 5,616,990 3,452 5,620,442

24 繰越金 2,269,411 386,347 2,655,758

 1 繰越金 2,269,411 386,347 2,655,758

26 市債 54,611,500 154,000 54,765,500

 1 市債 54,611,500 154,000 54,765,500

398,220,064 837,799 399,057,863

補 正 前 の額 補 正 額 計

歳 入 合 計
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     歳  出

（単位　千円）

款 項

 2 総務費 48,381,771 8,205 48,389,976

 1 総務管理費 44,283,260 8,205 44,291,465

 3 民生費 119,706,441 173,594 119,880,035

 5 老人福祉費 25,672,809 173,594 25,846,403

 7 商工費 16,576,399 10,000 16,586,399

 1 商業費 15,006,208 10,000 15,016,208

 8 土木費 53,347,199 460,000 53,807,199

 2 道路橋りょう費 23,646,672 460,000 24,106,672

10 教育費 61,596,505 186,000 61,782,505

 1 教育総務費 8,604,673 186,000 8,790,673

398,220,064 837,799 399,057,863

補 正 前 の額 補 正 額 計

歳 出 合 計
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第２表　繰越明許費補正

       １　追　加
（単位  千円）

10　教育費 1　教育総務費 教育ネットワーク構築事業 186,000

款 項 事 業 名 金 額
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第３表　債務負担行為補正

       １　追　加
（単位  千円）

東京２０２０オリンピック・パラリン 令和 2年度 25,000 

ピック競技大会推進事業

新潟県自治会館大規模改修事業費負担 令和 2年度から 244,283 

金 令和20年度まで

小須戸橋橋りょう架替事業 令和 2年度から 12,390,000 

令和15年度まで

事 項 期 間 限 度 額
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１　変　更

第４表　　地方債補正

（単位　千円）

起　債　の　目　的

補　　　　　　　　　正　　　　　　　　　前 補　　　　　　　　　正　　　　　　　　　後

限　度　額
起債
の方
法法

利　　率 償　還　の　方　法 限　度　額
起債
の方
法法

利　　率 償　還　の　方　法

道路橋りょう整備事業
費

11,500,400
普通 年5.0％以内 借り入れの年から据置

11,654,400
普通

又は 利率見直し 元利均等又は元金均等

年5.0％以内 借り入れの年から据置

貸借 （ただし， 期間を含み30年以内に 貸借 （ただし， 期間を含み30年以内に

又は 利率見直し 元利均等又は元金均等

債券 方式で借り 若しくは不均等の方法 債券 方式で借り 若しくは不均等の方法

の地 金及び地方 だし，財政の都合によ

発行 入れる場合 により，毎年度１期又

（他 で，政府資 は２期に償還する。た （他 で，政府資 は２期に償還する。た

発行 入れる場合 により，毎年度１期又

の地 金及び地方 だし，財政の都合によ

方公 公共団体金 り据置期間中であって 方公 公共団体金 り据置期間中であって

の共 率の見直し 債に借り換えることが

共団 融機構資金 も繰上償還し，償還年

体と について利 限を短縮し，又は低利 体と について利 限を短縮し，又は低利

共団 融機構資金 も繰上償還し，償還年

の共 率の見直し 債に借り換えることが

同発 を行った後 できる。 同発 を行った後 できる。

。） し後の利率

行を においては

。） し後の利率

） ）

においては

含む ，当該見直 含む ，当該見直

行を
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議案第６７号

令和元年度新潟市介護保険事業会計補正予算（第１号） 

 令和元年度新潟市の介護保険事業会計補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。

 （歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，７６８，６９２千円を追加し，歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８２，５７９，８２１千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

  令和元年９月１３日提出

                            新潟市長 中原 八一   
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　 第１表　歳入歳出予算補正

     歳  入

（単位　千円）

款 項

 5 支払基金交付金 20,907,983 51,116 20,959,099

 1 支払基金交付金 20,907,983 51,116 20,959,099

 8 繰越金 1 1,717,576 1,717,577

 1 繰越金 1 1,717,576 1,717,577

80,811,129 1,768,692 82,579,821

補 正 前 の額 補 正 額 計

歳 入 合 計
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     歳  出

（単位　千円）

款 項

 6 諸支出金 1,768,692 1,768,692

 1 償還金 1,768,692 1,768,692

80,811,129 1,768,692 82,579,821

補 正 前 の額 補 正 額 計

歳 出 合 計
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議案第６８号

令和元年度新潟市後期高齢者医療事業会計補正予算（第１号） 

 令和元年度新潟市の後期高齢者医療事業会計補正予算（第１号）は，次に定めるところ

による。

 （歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２２１，８９２千円を追加し，歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ８，９５１，４０２千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

  令和元年９月１３日提出

                            新潟市長 中原 八一   
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　 第１表　歳入歳出予算補正

     歳  入

（単位　千円）

款 項

 4 繰越金 1 221,892 221,893

 1 繰越金 1 221,892 221,893

8,729,510 221,892 8,951,402

補 正 前 の額 補 正 額 計

歳 入 合 計
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     歳  出

（単位　千円）

款 項

 2 後期高齢者医療広域連
合納付金

8,189,098 221,892 8,410,990

 1 後期高齢者医療広域連
合納付金

8,189,098 221,892 8,410,990

8,729,510 221,892 8,951,402

補 正 前 の額 補 正 額 計

歳 出 合 計
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議案第６９号 

令和元年度新潟市病院事業会計補正予算（第１号） 

（総則） 

第１条 令和元年度新潟市病院事業会計の補正予算（第１号）は，次に定めるところによ

る。 

 （収益的収入及び支出） 

第２条 令和元年度新潟市病院事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額

を次のとおり補正する。 

収 入                             （単位 千円） 

科   目 既決予定額 補正予定額 計 

第１款 市民病院事業収益 25,002,235 18,880 25,021,115

 第２項 医業外収益 3,562,111 18,880 3,580,991

支 出                             （単位 千円） 

科   目 既決予定額 補正予定額 計 

第１款 市民病院事業費用 25,455,579 18,880 25,474,459

 第１項 医業費用 24,852,314 18,880 24,871,194

令和元年９月１３日提出 

                            新潟市長 中原 八一   
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議案第７０号

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に

関する法律による地方公務員法の改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定に

ついて 

 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関す

る法律による地方公務員法の改正に伴う関係条例の整理に関する条例を次のように制定す

るものとする。

  令和元年９月１３日提出

                            新潟市長 中原 八一

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に 

関する法律による地方公務員法の改正に伴う関係条例の整理に関する条例 

 （新潟市職員退職手当支給条例の一部改正）

第１条 新潟市職員退職手当支給条例（昭和２８年新潟市条例第５４号）の一部を次のよ

うに改正する。

 第１０条第１項第２号中「（同法第１６条第１号に該当するに至つた場合の失職を除

く。）」を削る。

（新潟市旅費条例の一部改正）

第２条 新潟市旅費条例（昭和３２年新潟市条例第４７号）の一部を次のように改正する。

第３条第３項中「第１６条第２号又は第５号若しくは」を「第１６条各号又は」に，

「場合には」を「ときは，」に改める。

 （新潟市給与条例の一部改正）

第３条 新潟市給与条例（昭和３２年新潟市条例第６０号）の一部を次のように改正する。

  第２２条第１項中「，若しくは法第１６条第１号に該当して法第２８条第４項の規定

により失職し」を削り，「第２８条第６項」を「第２８条第７項」に改め，同条第４項

中「，若しくは失職し」を削る。
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  第２２条の２第２号中「（法第１６条第１号に該当して失職した職員を除く。）」を

削り，同条第３号及び第４号中「禁錮
こ

」を「禁錮」に改める。

  第２３条第１項中「，若しくは法第１６条第１号に該当して法第２８条第４項の規定

により失職し」を削り，同条第３項第１号中「，若しくは失職し」を削る。

  第２８条第７項中「，若しくは法第１６条第１号に該当して法第２８条第４項の規定

により失職し」を削る。

（新潟市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正）

第４条 新潟市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和３２年新潟市条

例第８４号）の一部を次のように改正する。

  第１２条及び第１３条中「，若しくは地方公務員法第１６条第１号に該当して同法第

２８条第４項の規定により失職し」を削る。

  第１４条第２項第２号中「（同法第１６条第１号に該当する場合を除く。）」を削る。

（新潟市教育職員給与条例の一部改正）

第５条 新潟市教育職員給与条例（昭和３４年新潟市条例第１７号）の一部を次のように

改正する。

  第３３条第６項中「，若しくは法第１６条第１号に該当して法第２８条第４項の規定

により失職し」を削り，「同項の」を「第３項の」に改める。

 （新潟市消防団員の定員，任免，給与，服務等に関する条例の一部改正）

第６条 新潟市消防団員の定員，任免，給与，服務等に関する条例（昭和４１年新潟市条

例第８号）の一部を次のように改正する。

  第４条第１号を削り，同条第２号中「禁錮
こ

」を「禁錮」に改め，同号を同条第１号と

し，同条中第３号を第２号とし，第４号を第３号とする。

  第５条第２項第 1 号中「，第２号及び第４号」を「及び第３号」に改める。

（新潟市民病院職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正）

第７条 新潟市民病院職員の給与の種類及び基準を定める条例（平成１９年新潟市条例第
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８２号）の一部を次のように改正する。

  第１６条及び第１７条中「，若しくは地方公務員法第１６条第１号に該当して同法第

２８条第４項の規定により失職し」を削る。

  第１８条第２項第２号中「（同法第１６条第１号に該当する場合を除く。）」を削る。

 （新潟市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例の一

部改正）

第８条 新潟市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例  

 （令和元年新潟市条例第３６号）の一部を次のように改正する。

  第１２条及び第１３条の改正規定を削る。

第１４条第２項及び第３項の改正規定を次のように改める。

第１４条第２項第１号及び第２号並びに第３項中「地方公務員法」を「法」に改め

る。

 （新潟市民病院職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例の一部改

正）

第９条 新潟市民病院職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例（令

和元年新潟市条例第３７号）の一部を次のように改正する。

  第１６条及び第１７条の改正規定を削る。

  第１８条第２項及び第３項の改正規定を次のように改める。

   第１８条第２項第１号及び第２号並びに第３項中「地方公務員法」を「法」に改め

る。

   附 則

この条例中第８条及び第９条の規定は公布の日から，その他の規定は令和元年１２月１

４日から施行する。
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議案第７１号

新潟市心身障害者扶養共済制度条例の一部改正について 

 新潟市心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例を次のように制定するものと

する。

  令和元年９月１３日提出

                            新潟市長 中原 八一

新潟市心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例 

 新潟市心身障害者扶養共済制度条例（平成１８年新潟市条例第８４号）の一部を次のよ

うに改正する。

 第１１条第２項各号を次のように改める。

（１） 精神の機能の障がいにより年金の受領及び管理を適正に行うに当たって必要な

認知，判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 （２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

   附 則

この条例は，令和元年１２月１４日から施行する。
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議案第７２号

新潟市子ども・子育て支援法施行条例の一部改正について

新潟市子ども・子育て支援法施行条例の一部を改正する条例を次のように制定するもの

とする。

令和元年９月１３日提出

新潟市長 中原 八一

新潟市子ども・子育て支援法施行条例の一部を改正する条例 

新潟市子ども・子育て支援法施行条例（平成２６年新潟市条例第５７号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条第１号中「第１３条第１項」の次に「（第３０条の３において準用する場合を含

む。以下この号において同じ。）」を加え，同条第２号中「第１４条第１項」の次に「（

第３０条の３において準用する場合を含む。以下この号において同じ。）」を加える。

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。
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議案第７３号

新潟市立幼稚園条例の一部改正について 

 新潟市立幼稚園条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。

  令和元年９月１３日提出

                            新潟市長 中原 八一   

新潟市立幼稚園条例の一部を改正する条例 

新潟市立幼稚園条例（昭和３９年新潟市条例第３１号）の一部を次のように改正する。

第３条中「から第７条まで」を削る。

第４条を次のように改める。

（授業料）

第４条 幼稚園に入園を許可された幼児に係る授業料の額は，０円とする。

第５条から第８条までを削る。

   附 則

 （施行期日等）

１ この条例は，公布の日から施行し，改正後の新潟市立幼稚園条例の規定は，令和元年

１０月１日から適用する。

 （経過措置）

２ 改正後の第４条の規定は，令和元年１０月以後の月分の授業料について適用し，同年

９月以前の月分の授業料については，なお従前の例による。

３ 改正前の第５条から第８条までの規定は，令和元年９月以前の月分の授業料について

は，なお従前の例による。
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議案第７４号

新潟市保育所条例の一部改正について

新潟市保育所条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。

令和元年９月１３日提出

新潟市長 中原 八一

新潟市保育所条例の一部を改正する条例 

新潟市保育所条例（昭和３９年新潟市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

第７条第２項第３号を削る。

附 則 

（施行期日等）

１ この条例は，公布の日から施行し，改正後の第７条の規定は，令和元年１０月１日か

ら適用する。 

 （経過措置）

２ 改正後の第７条の規定は，令和元年１０月以後の月分の保育料について適用し，同年

９月以前の月分の保育料については，なお従前の例による。
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議案第７５号

新潟市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一 

部改正について 

新潟市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を

改正する条例を次のように制定するものとする。

  令和元年９月１３日提出

                            新潟市長 中原 八一

新潟市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一

 部を改正する条例 

 新潟市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例（平成２

６年新潟市条例第５６号）の一部を次のように改正する。

第２条第９号中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改め，同条第１０号中「支給

認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め，同条第１１号中「支給認定子ども」

を「教育・保育給付認定子ども」に改め，同条中第２４号を第２９号とし，第１７号から

第２３号までを５号ずつ繰り下げ，同条第１６号中「第２８条第４項の規定」を「第２８

条第４項」に，「第３０条第４項の規定」を「第３０条第４項」に，「支給認定保護者」

を「教育・保育給付認定保護者」に改め，同号を同条第２１号とし，同条中第１５号を第

２０号とし，第１４号を第１９号とし，同条第１３号中「支給認定の有効期間」を「教

育・保育給付認定の有効期間」に改め，同号を同条第１８号とし，同条中第１２号を第１

７号とし，第１１号の次に次の５号を加える。

 （１２） 満３歳以上教育・保育給付認定子ども 子ども・子育て支援法施行令（平成

２６年政令第２１３号。以下「令」という。）第４条第１項に規定する満３歳以上教

育・保育給付認定子どもをいう。

 （１３） 特定満３歳以上保育認定子ども 令第４条第１項第２号に規定する特定満３

歳以上保育認定子どもをいう。
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 （１４） 満３歳未満保育認定子ども 令第４条第２項に規定する満３歳未満保育認定

子どもをいう。

 （１５） 市町村民税所得割合算額 令第４条第２項第２号に規定する市町村民税所得

割合算額をいう。

 （１６） 負担額算定基準子ども 令第１３条第２項に規定する負担額算定基準子ども

をいう。

第３条第１項中「適切な内容」を「適切であり，かつ，子どもの保護者の経済的負担の

軽減について適切に配慮された内容」に改める。

第４条の見出しを削る。

第５条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に，「利用者負担」

を「第１３条の規定により支払を受ける費用に関する事項」に改める。

第６条の見出し中「利用申込みに対する」を削り，同条第１項中「支給認定保護者」を

「教育・保育給付認定保護者」に改め，同条第２項及び第３項中「支給認定子ども」を「

教育・保育給付認定子ども」に改め，同条第４項中「支給認定保護者」を「教育・保育給

付認定保護者」に改め，同条第５項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ど

も」に改める。

第７条第２項中「支給認定こども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。

第８条中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に，「に規定する」を「

の規定による」に，「支給認定の有無，支給認定子ども」を「教育・保育給付認定の有無，

教育・保育給付認定子ども」に，「支給認定の有効期間」を「教育・保育給付認定の有効

期間」に改める。

第９条の見出し及び同条第１項中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改め，同条

第２項中「支給認定の変更」を「教育・保育給付認定の変更」に，「支給認定保護者」を

「教育・保育給付認定保護者」に，「支給認定の有効期間」を「教育・保育給付認定の有

効期間」に改める。
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第１０条及び第１１条中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。

第１３条第１項中「（特別利用保育及び特別利用教育を含む。以下この条及び次条にお

いて同じ。）」を削り，「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者（満３歳未満

保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。）」に，「法第２７条第３項第

２号に掲げる額（特定教育・保育施設が特別利用保育を提供する場合にあっては法第２８

条第２項第２号に規定する市町村が定める額とし，特別利用教育を提供する場合にあって

は法第２８条第２項第３号に規定する市町村が定める額とする。）」を「満３歳未満保育

認定子どもに係る教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての

法第２７条第３項第２号に掲げる額」に改め，同条第２項中「支給認定保護者」を「教

育・保育給付認定保護者」に，「規定する額（その額が現に当該特定教育・保育に要した

費用を超えるときは，当該現に特定教育・保育に要した費用の額）をいい，当該特定教育

・保育施設が特別利用保育を提供する場合にあっては法第２８条第２項第２号に規定する

内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該特別利用保育に要

した費用を超えるときは，当該現に特別利用保育に要した費用の額）を，特別利用教育を

提供する場合にあっては法第２８条第２項第３号に規定する内閣総理大臣が定める基準に

より算定した費用の額（その額が現に当該特別利用教育に要した費用を超えるときは，当

該現に特別利用教育に要した費用の額）」を「掲げる額」に改め，同条第３項中「支給認

定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め，同条第４項中「支給認定保護者」を

「教育・保育給付認定保護者」に改め，同項第３号中「に要する費用（法第１９条第１項

第３号に掲げる小学校就学前子どもに対する食事の提供に要する費用を除き，同項第２号

に掲げる小学校就学前子どもについては，主食の提供に係る費用に限る。）」を「（次に

掲げるものを除く。）に要する費用」に改め，同号に次のように加える。

ア 満３歳以上教育・保育給付認定子どものうち，生活保護法（昭和２５年法律第１

４４号）による被保護世帯（単給世帯を含む。）若しくは中国在留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国した中国在留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関す
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る法律（平成６年法律第３０号）による支援給付の受給世帯に属する者又は児童福

祉法第６条の４に規定する里親に委託されている者に対する副食の提供

  イ 次の（ア）又は（イ）に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子どものうち，そ

の教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属

する者に係る市町村民税所得割合算額がそれぞれ（ア）又は（イ）に定める金額未

満であるものに対する副食の提供（アに該当するものを除く。）

   （ア） 法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子ども ７７，１０１円

（イ） 法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。） ５７，７００円

（令第４条第２項第６号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては，

７７，１０１円）

ウ 満３歳以上教育・保育給付認定子どものうち，負担額算定基準子ども又は小学校

第３学年修了前子ども（小学校，義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学

部の第１学年から第３学年までに在籍する子どもをいう。以下ウにおいて同じ。）

が同一の世帯に３人以上いる場合に，負担額算定基準子ども又は小学校第３学年修

了前子ども（そのうち最年長者及び２番目の年長者である者を除く。）である者に

該当するものに対する副食の提供（ア及びイに該当するものを除く。）

エ 満３歳未満保育認定子どもに対する食事の提供

第１３条第５項及び第６項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改

める。

第１４条第１項中「第２８条第１項に規定する特例施設型給付費を含む」を「第２７条

第１項の施設型給付費をいう」に改め，「この項において」を削り，「支給認定保護者」

を「教育・保育給付認定保護者」に改め，同条第２項中「支給認定保護者」を「教育・保

育給付認定保護者」に改める。
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第１６条第２項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。

第１７条中「支給認定子どもの」を「教育・保育給付認定子どもの」に，「支給認定子

ども又はその保護者」を「当該教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子

どもに係る教育・保育給付認定保護者」に改める。

第１８条中「支給認定子どもに」を「教育・保育給付認定子どもに」に，「支給認定子

どもの保護者」を「教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に改め

る。

第１９条の見出し中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め，同条

中「支給認定子どもの保護者」を「教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定

保護者」に改める。

第２０条第５号中「支給認定保護者」を「第１３条の規定により教育・保育給付認定保

護者」に，「受領する利用者負担その他の」を「支払を受ける」に改める。

第２１条第１項及び第２項ただし書，第２４条（見出しを含む。），第２５条並びに第

２６条中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。

第２７条第１項及び第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改

め，同条第３項中「支給認定子どもに」を「教育・保育給付認定子どもに」に，「支給認

定子どもの保護者」を「教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に

改める。

第２８条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。

第３０条第１項中「支給認定子ども又は支給認定保護者」を「教育・保育給付認定子ど

も又は教育・保育給付認定保護者」に，「支給認定子どもの」を「教育・保育給付認定子

どもの」に，「支給認定子ども等」を「教育・保育給付認定子ども等」に改め，同条第３

項及び第４項中「支給認定子ども等」を「教育・保育給付認定子ども等」に改める。

第３２条第２項及び第４項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改

める。
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第３４条第２項各号列記以外の部分中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ど

も」に改め，同項第２号中「に規定する提供した」を「の規定による」に改め，「に係る

必要な事項」を削る。

第３５条第１項及び第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改

め，同条第３項中「含む」を「，施設型給付費には特例施設型給付費（法第２８条第１項

の特例施設型給付費をいう。次条第３項において同じ。）を，それぞれ含む」に，「この

章」を「前節」に，「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に，「とする」

を「と，第１３条第２項中「法第２７条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第２８

条第２項第２号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」とする」に改める。

第３６条第１項中「次項」を「以下この条」に，「支給認定子ども」を「教育・保育給

付認定子ども」に改め，同条第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」

に改め，同条第３項中「含む」を「，施設型給付費には特例施設型給付費を，それぞれ含

む」に，「この章」を「前節」に，「第１３条第４項第３号中「除き，同項第２号に掲げ

る小学校就学前子どもについては，主食の提供に係る費用に限る。）」とあるのは「除

く。）」を「「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの

総数」とあるのは「同項第１号又は同項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子どもの総数」と，第１３条第２項中「法第２７条第３項第１号に掲げ

る額」とあるのは「法第２８条第２項第３号の内閣総理大臣が定める基準により算定した

費用の額」に改める。

第３７条の見出しを削り，同条第１項中「特定地域型保育事業」の次に「（事業所内保

育事業を除く。）」を加え，「うち，家庭的保育事業にあってはその」を削り，「数を１

人以上」を「数は，家庭的保育事業にあっては１人以上」に改め，「小規模保育事業Ａ型

をいう」の次に「。第４２条第３項第１号において同じ」を，「小規模保育事業Ｂ型をい

う」の次に「。第４２条第３項第１号において同じ」を加え，「その利用定員の数を」を

削る。
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第３８条第１項中「利用者負担」を「第４３条の規定により支払を受ける費用に関する

事項」に改める。

第３９条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め，同条第

２項中「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」を「満３歳未満保

育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この章において同じ。）」に，

「支給認定子どもが」を「満３歳未満保育認定子どもが」に改め，同条第３項中「支給認

定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め，同条第４項中「支給認定子ども」を

「満３歳未満保育認定子ども」に改める。

第４０条第２項中「法第１９条第１項第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支

給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改める。

第４１条中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改める。

第４２条第１項各号列記以外の部分中「この項」の次に「から第５項まで」を加え，同

項第１号中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改め，同項第２号中「

いう」の次に「。以下この条において同じ」を加え，同項第３号中「支給認定子ども」を

「満３歳未満保育認定子ども」に，「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」

に改め，同条第４項中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改め，同項

を同条第９項とし，同条第３項中「事業所内保育事業」の次に「（第３７条第２項の規定

により定める利用定員が２０人以上のものに限る。次項において「保育所型事業所内保育

事業」という。）」を加え，「であって，第３７条第２項の規定により定める利用定員が

２０人以上のもの」を削り，同項を同条第７項とし，同項の次に次の１項を加える。

８ 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち，児童福祉法第６条の３第１２項第２号に

規定する事業を行うものであって，市長が適当と認めるもの（附則第５条において「特

例保育所型事業所内保育事業者」という。）については，第１項の規定にかかわらず，

連携施設の確保をしないことができる。

第４２条第２項中「前項」を「第１項」に改め，同項を同条第６項とし，同条第１項の
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次に次の４項を加える。

２ 市長は，特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく

困難であると認める場合であって，次に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは，前

項第２号の規定を適用しないこととすることができる。

 （１） 特定地域型保育事業者と前項第２号に掲げる事項に係る連携協力を行う者との

間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。

 （２） 前項第２号に掲げる事項に係る連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障が

生じないようにするための措置が講じられていること。

３ 前項の場合において，特定地域型保育事業者は，次の各号に掲げる場合の区分に応じ，

それぞれ当該各号に定める者を第１項第２号に掲げる事項に係る連携協力を行う者とし

て適切に確保しなければならない。

 （１） 当該特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行う場所又は事業所（次号

において「事業実施場所」という。）以外の場所又は事業所において代替保育が提供

される場合 小規模保育事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業

を行う者（次号において「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。）

 （２） 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等を勘案して小

規模保育事業Ａ型事業者等と同等の能力を有すると市が認める者

４ 市長は，特定地域型保育事業者による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設の確

保が著しく困難であると認めるときは，同号の規定を適用しないこととすることができ

る。

５ 前項の場合において，特定地域型保育事業者は，児童福祉法第５９条第１項に規定す

る施設のうち，次に掲げるもの（入所定員が２０人以上のものに限る。）であって，市

長が適当と認めるものを第１項第３号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切

に確保しなければならない。

 （１） 法第５９条の２第１項の規定による助成を受けている者の設置する施設（児童
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福祉法第６条の３第１２項に規定する業務を目的とするものに限る。）

 （２） 児童福祉法第６条の３第１２項に規定する業務又は同法第３９条第１項に規定

する業務を目的とする施設であって，同法第６条の３第９項第１号に規定する保育を

必要とする乳児・幼児の保育を行うことに要する費用に係る地方公共団体の補助を受

けているもの

第４３条第１項中「（特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を含む。以下この条

及び第５０条において準用する第１４条において同じ。）」を削り，「支給認定保護者」

を「教育・保育給付認定保護者」に改め，「（当該特定地域型保育事業者が特別利用地域

型保育を提供する場合は法第３０条第２項第２号に規定する市町村が定める額とし，特定

利用地域型保育を提供する場合は同項第３号に規定する市町村が定める額とする。）」を

削り，同条第２項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め，「（そ

の額が現に当該特定地域型保育に要した費用の額を超えるときは，当該現に特定地域型保

育に要した費用の額）をいい，当該特定地域型保育事業者が特別利用地域型保育を提供す

る場合は法第３０条第２項第２号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費

用の額（その額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは，当該現

に特別利用地域型保育に要した費用の額）を，特定利用地域型保育を提供する場合は同項

第３号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該

特定利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは，当該現に特定利用地域型保育に要

した費用の額）」を削り，同条第３項から第６項までの規定中「支給認定保護者」を「教

育・保育給付認定保護者」に改める。

第４６条第５号中「支給認定保護者」を「第４３条の規定により教育・保育給付認定保

護者」に，「受領する利用者負担その他の」を「支払を受ける」に改める。

第４７条第１項及び第２項ただし書中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ど

も」に改める。

第４９条第２項各号列記以外の部分中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ど
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も」に改め，同項第２号中「に規定する提供した」を「の規定による」に改め，「に係る

必要な事項」を削る。

第５０条中「特定地域型保育事業」を「特定地域型保育事業者，特定地域型保育事業所

及び特定地域型保育」に，「第１４条第１項」を「第１１条中「教育・保育給付認定子ど

もについて」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（満３歳未満保育認定子どもに限り，

特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この節において同じ。）について」と，第１

２条の見出し中「特定教育・保育」とあるのは「特定地域型保育」と，第１４条の見出し

中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」と，同条第１項」に，「第２８条第

１項に規定する特例施設型給付費を含む。以下この項において同じ。）」を「第２７条第

１項の施設型給付費をいう。以下」に，「第３０条第１項に規定する特例地域型保育給付

費を含む。以下この項において同じ。）」を「第２９条第１項の地域型保育給付費をいう。

以下この項及び第１９条において」と，「施設型給付費の」とあるのは「地域型保育給付

費の」と，同条第２項中「特定教育・保育提供証明書」とあるのは「特定地域型保育提供

証明書」と，第１９条中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」に改める。

第５１条第１項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め，同条第

２項中「支給認定子どもの」を「教育・保育給付認定子どもの」に，「同項第３号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に，

「特定利用地域型保育を提供する場合は」を「特定利用地域型保育を提供する場合にあっ

ては」に，「支給認定こども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め，同条第３項中「

含む」を「，地域型保育給付費には特例地域型保育給付費（法第３０条第１項の特例地域

型保育給付費をいう。次条第３項において同じ。）を，それぞれ含む」に，「第３９条第

２項及び第４０条第２項を除く」を「第４０条第２項を除き，前条において準用する第８

条から第１４条まで（第１０条及び第１３条を除く。），第１７条から第１９条まで及び

第２３条から第３３条までを含む。次条第３項において同じ」に改め，同項に後段として

次のように加える。
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この場合において，第３９条第２項中「利用の申込みに係る法第１９条第１項第３号

に掲げる小学校就学前子どもの数」とあるのは「利用の申込みに係る法第１９条第１項

第１号に掲げる小学校就学前子どもの数」と，「満３歳未満保育認定子ども（特定満３

歳以上保育認定子どもを除く。以下この章において同じ。）」とあるのは「法第１９条

第１項第１号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

ども（第５２条第１項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては，当

該特定利用地域型保育の対象となる法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。）」と，「法第２０条第４項の規定に

よる認定に基づき，保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し，保育を受ける必要性

が高いと認められる満３歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるよう」とあるのは

「抽選，申込みを受けた順序により決定する方法，当該特定地域型保育事業者の保育に

関する理念，基本方針等に基づく選考その他公正な方法により」と，第４３条第１項中

「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者（特別利用地域

型保育の対象となる法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を除く。）」と，同条第２項

中「法第２９条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第３０条第２項第２号の内閣

総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と，同条第３項中「前２項」とあるの

は「前項」と，同条第４項中「前３項」とあるのは「前２項」と，「掲げる費用」とあ

るのは「掲げる費用及び食事の提供（第１３条第４項第３号アからウまでに掲げるもの

を除く。）に要する費用」と，同条第５項中「前各項」とあるのは「前３項」とする。

第５２条第１項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め，同条第

２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に，「特別利用地域型保育を

提供する場合は」を「特別利用地域型保育を提供する場合にあっては」に改め，同条第３

項中「含む」を「，地域型保育給付費には特例地域型保育給付費を，それぞれ含む」に改

め，同項に後段として次のように加える。
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この場合において，第４３条第１項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教

育・保育給付認定保護者（特定利用地域型保育の対象となる法第１９条第１項第２号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（特定満３歳以上保育

認定子どもに限る。）に係る教育・保育給付認定保護者に限る。）」と，同条第２項中

「法第２９条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第３０条第２項第３号の内閣総

理大臣が定める基準により算定した費用の額」と，同条第４項中「掲げる費用」とある

のは「掲げる費用及び食事の提供（特定利用地域型保育の対象となる特定満３歳以上保

育認定子どもに対するもの及び満３歳以上保育認定子ども（令第４条第１項第２号に規

定する満３歳以上保育認定子どもをいう。）に係る第１３条第４項第３号アからウまで

に掲げるものを除く。）に要する費用」とする。

附則第２条第１項中「（法第２７条第３項第２号に掲げる額（特定教育・保育施設が」

とあるのは「（当該特定教育・保育施設が」と，「定める額とする。）をいう。）」とあ

るのは「定める額をいう」を「教育・保育給付認定保護者（満３歳未満保育認定子ども」

とあるのは「教育・保育給付認定保護者（満３歳未満保育認定子ども（特定保育所（法附

則第６条第１項に規定する特定保育所をいう。次項において同じ。）から特定教育・保育

（保育に限る。第１９条において同じ。）を受ける者を除く。以下この項において同じ」

に，「法第２７条第３項第１号に規定する額」を「当該特定教育・保育」に，「法附則第

６条第３項の規定により読み替えられた法第２８条第２項第１号に規定する内閣総理大臣

が定める基準により算定した費用の額」を「当該特定教育・保育（特定保育所における特

定教育・保育（保育に限る。）を除く。）」に改める。

 附則第３条を次のように改める。

第３条 削除

附則第５条中「特定地域型保育事業者」の次に「（特例保育所型事業所内保育事業者を

除く。）」を加え，「市町村」を「市」に，「５年」を「１０年」に改める。

附 則
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この条例は，公布の日から施行し，改正後の第１３条第４項第３号，第３５条第３項（

第１３条第４項第３号の規定の適用に係る部分に限る。），第３６条第３項（第１３条第

４項第３号の規定の適用に係る部分に限る。），第５１条第３項（第１３条第４項第３号

の規定の適用に係る部分に限る。）及び第５２条第３項（第１３条第４項第３号の規定の

適用に係る部分に限る。）の規定は，令和元年１０月１日から適用する。
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議案第７６号

新潟市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正について 

 新潟市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例を次

のように制定するものとする。

  令和元年９月１３日提出

                            新潟市長 中原 八一   

新潟市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 

 新潟市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例（平成２６年新潟市条例第

６２号）の一部を次のように改正する。 

 第６条第２項中「適用しないこと」を「適用しないこととすること」に改め，同条に次

の２項を加える。 

４ 市長は，家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設の確保

が著しく困難であると認めるときは，同号の規定を適用しないこととすることができる。 

５ 前項の場合において，家庭的保育事業者等は，法第５９条第１項に規定する施設のう

ち，次に掲げるもの（入所定員が２０人以上のものに限る。）であって，市長が適当と

認めるものを第１項第３号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しな

ければならない。 

 （１） 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第５９条の２第１項の規定

による助成を受けている者の設置する施設（法第６条の３第１２項に規定する業務を

目的とするものに限る。） 

 （２） 法第６条の３第１２項及び第３９条第１項に規定する業務を目的とする施設で

あって，法第６条の３第９項第１号に規定する保育を必要とする乳児・幼児の保育を

行うことに要する費用に係る市の補助を受けているもの 

第１６条第２項第３号中「乳幼児の食事」を「利用乳幼児の食事」に改め，「。附則第 

２条第２項において同じ」を削る。 
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第３７条第２号中「（平成２４年法律第６５号）」を削る。 

第４５条中「第６条第１号」を「第６条第１項第１号」に改め，同条に次の１項を加え

る。 

２ 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち，法第６条の３第１２項第２号に規定する 

事業を行うものであって，市長が適当と認めるもの（附則第３条において「特例保育所

型事業所内保育事業者」という。）については，第６条第１項の規定にかかわらず，連

携施設の確保をしないことができる。 

 附則第２条第２項中「（第２２条に規定する家庭的保育事業を行う場所において実施さ 

れるものに限る。）」を削る。 

附則第３条中「家庭的保育事業者等」の次に「（特例保育所型事業所内保育事業者を除

く。）」を加え，「第６条」を「第６条第１項」に，「５年」を「１０年」に改める。 

   附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 
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議案第７７号

新潟市印鑑条例の一部改正について 

 新潟市印鑑条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。

  令和元年９月１３日提出

                            新潟市長 中原 八一

新潟市印鑑条例の一部を改正する条例 

新潟市印鑑条例（昭和４５年新潟市条例第５号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項中「昭和４２年法律第８１号」の次に「。以下「法」という。」を加える。

第４条第１号中「氏，名，」の次に「旧氏（住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第

２９２号。以下「令」という。）第３０条の１３に規定する旧氏をいう。以下同じ。）若

しくは」を加え，「住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２号）第３０条の２６

第１項」を「令第３０条の１６第１項」に改め，「又は氏，名」の次に「，旧氏」を加え

る。

第５条第２項及び第４項中「確認書」を「回答書」に改める。

第６条第２項中「氏名（」の次に「氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がさ

れている場合にあつては氏名及び当該旧氏，」を加え，「住民基本台帳法」を「法」に，

「が記録されている」を「の記載がされている」に，「，氏名及び通称」を「氏名及び当

該通称」に改め，同条第３項中「磁気テープ」を「磁気ディスク」に改め，「含む」の次

に「。以下同じ」を加える。

第１０条第３号中「氏又は」を「氏（氏に変更があつた者にあつては，住民票に記載が

されている旧氏を含む。）又は」に改める。

附 則 

この条例は，令和元年１１月５日から施行する。
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議案第７８号

新潟市市税条例の一部改正について 

 新潟市市税条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。

  令和元年９月１３日提出

新潟市長 中原 八一

新潟市市税条例の一部を改正する条例 

 新潟市市税条例（昭和３７年新潟市条例第２号）の一部を次のように改正する。

 第４６条第１項第８号中「法人」の次に「（以下「特定非営利活動法人」という。）」

を加える。

第７７条の次に次の１条を加える。

（環境性能割の課税免除）

第７７条の２ 市長は，特定非営利活動法人が，設立の日以後３年以内に特定非営利活動

促進法第１１条第１項第３号の規定により定款に記載された特定非営利活動に係る事業

の用に供する三輪以上の軽自動車について次の各号のいずれかに該当する取得をしたと

きは，当該取得に対して課する環境性能割を免除することができる。

（１） 無償による取得

 （２） 寄附金，補助金，会費その他これらの性質を有する収入（特定非営利活動法人

が行う資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供の対価として得るものを除く。）に

よる取得

   附 則

（施行期日等）

第１条 この条例は，公布の日から施行し，この条例による改正後の新潟市市税条例（次

項において「新条例」という。）第４６条及び第７７条の２の規定は，令和元年１０

月１日から適用する。

 （軽自動車税に関する経過措置）
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第２条 新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は，令和元年１０月１日以

後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について

適用する。
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議案第７９号

新潟市公民館条例の一部改正について 

 新潟市公民館条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。

  令和元年９月１３日提出

新潟市長 中原 八一  

新潟市公民館条例の一部を改正する条例 

新潟市公民館条例（昭和３４年新潟市条例第４４号）の一部を次のように改正する。

 第３条第２項の表新潟市潟東地区公民館の項を削る。

別表別表の適用に関する通則１及び２中「４２の表」を「４１の表」に改め，同表中４

１の表を削り，４２の表を４１の表とする。

附 則

この条例は，令和２年４月１日から施行する。
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議案第８０号

新潟市農村環境改善センター及び地域研修センター条例の一部改正について 

 新潟市農村環境改善センター及び地域研修センター条例の一部を改正する条例を次のよ

うに制定するものとする。

  令和元年９月１３日提出

                            新潟市長 中原 八一

新潟市農村環境改善センター及び地域研修センター条例の一部を改正する条例 

 新潟市農村環境改善センター及び地域研修センター条例（昭和５５年新潟市条例第４０

号）の一部を次のように改正する。

 第１１条中第２号を削り，第３号を第２号とし，第４号を第３号とし，第５号を第４号

とする。

 別表第１中

「

新潟市岩室農村環境改善センター 

新潟市西蒲区和納２丁目２１番１

号 

多目的ホール，大会議室，第１小会議室，第

２小研修室，料理実習室，談話コーナー 

新潟市潟東農村環境改善センター

新潟市西蒲区三方１番地

多目的ホール，第１大会議室，第２大会議室

，小研修室，料理実習室，談話コーナー

   」

を

「

新潟市岩室農村環境改善センター 

新潟市西蒲区和納２丁目２１番１

号 

多目的ホール，大会議室，第１小会議室，第

２小研修室，料理実習室，談話コーナー 

」
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に改める。

附 則

 この条例は，令和２年４月１日から施行する。
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議案第８１号

新潟市高齢者生きがいルーム条例の一部改正について 

 新潟市高齢者生きがいルーム条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとす

る。

  令和元年９月１３日提出

                            新潟市長 中原 八一  

新潟市高齢者生きがいルーム条例の一部を改正する条例 

 新潟市高齢者生きがいルーム条例（平成１６年新潟市条例第６４号）の一部を次のよう

に改正する。

第２条の表高齢者生きがいルーム寿楽の項を削る。

 第２条の３中第１項を削り，第２項を第１項とし，第３項を第２項とし，同条第４項中

「前３項」を「前２項」に改め，同項を同条第３項とする。

 第１０条から第１４条までを削り，第１５条を第１０条とする。

附 則

この条例は，令和２年４月１日から施行する。
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議案第８２号

新潟市ひまわりクラブ条例の一部改正について 

 新潟市ひまわりクラブ条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。

  令和元年９月１３日提出

                            新潟市長 中原 八一

新潟市ひまわりクラブ条例の一部を改正する条例 

 新潟市ひまわりクラブ条例（平成５年新潟市条例第２３号）の一部を次のように改正す

る。

 別表南区の項中

「

月潟ひまわりクラブ 新潟市南区月潟１４１７番地

」

を

「

月潟ひまわりクラブ 新潟市南区月潟１４１７番地

小林ひまわりクラブ 新潟市南区浦梨２１５番地１

」

に改める。

   附 則

 （施行期日）

１ この条例は，令和２年４月１日から施行する。ただし，次項の規定は，公布の日から

施行する。

 （準備行為）

２ 小林ひまわりクラブの入会の許可及び許可の取消し，退会の届出，利用料の免除，指

定管理者の指定並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は，この条例の施行前にお
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いても，改正後の新潟市ひまわりクラブ条例の規定の例により行うことができる。
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議案第８３号

新潟市都市公園条例の一部改正について

新潟市都市公園条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。

令和元年９月１３日提出

                            新潟市長 中原 八一   

新潟市都市公園条例の一部を改正する条例 

新潟市都市公園条例（昭和３２年新潟市条例第４４号）の一部を次のように改正する。

第１０条の２を第１０条の２の２とし，同条の前に次の１条を加える。

（令第１２条第３項第６号の条例で定める社会福祉施設）

第１０条の２ 令第１２条第３項第６号の条例で定める社会福祉施設は，秋葉公園に設け

る地方裁量型認定こども園（新潟市認定こども園の認定要件等に関する条例（平成３０

年新潟市条例第５号）第３条第３号に規定する地方裁量型認定こども園をいう。）とす

る。 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。
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議案第８４号

新潟市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 

 新潟市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するも

のとする。 

  令和元年９月１３日提出

                            新潟市長 中原 八一

新潟市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

 新潟市災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和５０年新潟市条例第２号）の一部を次の

ように改正する。

 題名の次に次の目次を付する。

目次

 第１章 総則（第１条・第２条）

 第２章 弔慰金の支給（第３条―第７条）

 第３章 見舞金の支給（第８条―第１０条）

 第４章 資金の貸付け（第１１条―第１４条）

 第５章 新潟市災害弔慰金等支給審査委員会（第１５条）

 第６章 雑則（第１６条）

 附則

 第１４条第３項を次のように改める。

３ 償還金の支払猶予，償還免除，報告等，一時償還及び違約金については，法第１３条，

第１４条第１項，第１６条及び附則第２条第１項並びに令第８条，第９条及び第１２条

の規定によるものとする。

第１５条を第１６条とする。

第５章を第６章とし，第４章の次に次の１章を加える。

  第５章 新潟市災害弔慰金等支給審査委員会
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第１５条 法第１８条の規定に基づき，弔慰金及び見舞金の支給に関する事項を調査審議

するため，新潟市災害弔慰金等支給審査委員会（以下「支給審査委員会」という。）を

置く。

２ 支給審査委員会の委員は，医師，弁護士その他市長が必要と認める者のうちから，市

長が委嘱する。

３ 前項に定めるもののほか，支給審査委員会の運営に関し必要な事項は，規則で定める。

 附則第５項中「第１３条第１項」を「第１４条第１項」に改める。

附 則 

 この条例は，公布の日から施行し，改正後の第１４条第３項の規定は，令和元年８月１

日から適用する。 

-47-



議案第８５号

新潟市と燕市の境界変更の申請について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７条第１項の規定により，新潟市と燕市との

境界を別紙のとおり変更することを新潟県知事に申請するものとする。

令和元年９月１３日提出

新潟市長 中原 八一  
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別 紙

新潟市に編入する区域

  燕市大船渡字筒作３９９の一部，４００の１の一部，４０１の１の一部，４０２か

ら４０８までの各一部，４１１から４１５までの各一部，４１６から４２０まで，４

２３から４２５まで，４４１から４４３まで，４５１から４５３まで，４５６，４５

７の１，４５７の２，４５８の１，４５８の２，４６０の１，４６１の１，４６４，

４６５の一部，４７０から４８１まで，小中川字前田１５００から１５０４まで，１

５０５の一部，１５４８の一部，１５４９から１５５５まで，１５５６の１の一部，

１５５９の１の一部，１５６０の１の一部，１５６３の１の一部，１５６４の１の一

部，１５６６の２の一部，１５６７の２の一部，１５９８の２，１５９９の２，１６

００の２，１６００の５，１６０１の２，１６０１の５，１６０２の１，１６０２の

４，１６０３の１，１６０３の４，１６０４の１，１６０４の４，１６０５の１，１

６０５の３，１６０６の１，１６０６の３，１６０７の１，１６０７の３，１６０８

の１，１６０８の３，１６０９の１，１６０９の４，１６０９の９，１６１０の２，

１６１０の５，１６１１の２，１６１１の５，１６１２の２，１６１２の５及びこれ

らの区域に隣接介在する道路，水路である公有地の全部並びに小古津新字江東１１５

０の１，１１５１の１，１２０２，１２０３の地先の水路である公有地の全部，小中

川字前田３４３７から３４４４まで，３４４５の１，３４４５の２，３４４５の４，

３４４６から３４５０まで，３４５１の１，３４５２の１，３４５３の１，３４５４

の１，３４５５の１の地先の水路である公有地の全部，大船渡字谷地１３８５の１，

１３８５の２，１３８６から１３８８まで，１３８９の１，１３８９の２の地先の道

路，水路である公有地の一部
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燕市に編入する区域

  新潟市西蒲区中之口１３の２，１４，１５の２，１７の２，１７の４，１７の５，

５５の１，上小吉２０００，２００１の１，２００１の３から２００１の５まで，２

００２の１から２００２の３まで，２００３の１から２００３の４まで，２００４の

１，２００４の３，２００４の４，２００５，２００７，２００８，２００９の１，

２０１０の１の一部，２０８７の２，２０９３の１，２０９４の１，２０９４の２，

２０９５の１，２０９６の１，２０９７の１，２０９８の１，２０９９の１，２１０

０から２１０４まで，２１０６から２１０９まで，真木字西２９２９から２９３１ま

で，２９７２，２９７３，２９７４の一部，２９７５の一部，２９７６の１，２９７

７，２９７８，３０６３から３０８５まで，３２２３，３２２４，３２２６，３２３

５，３２５０，３２５１，３２５３から３２５６まで，３２５７の一部，３２５９か

ら３２６１まで，３２６３から３２６６まで，３２６７の一部，３２６８の一部及び

これらの区域に隣接介在する道路，水路である公有地の一部並びに字東の２から４ま

で，１５の１，１６の１，１７の１，１８の１，１９の１，２０，２１の１，２１の

２，２２，２３の１，２４，２５，２６の１，２７の１，２８の１，２９から３１ま

での地先の道路である公有地の全部，字西の２９２１の２，２９２２の２，２９２３

の２，２９２４の２，２９３３の２，２９３４の２，２９３５の２の地先の道路であ

る公有地の一部 
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市 の 境 界 変 更 全 体 図 









議案第８６号

町（字）の区域及び名称の変更について      

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により，本市区域内の 

町（字）の区域及びその名称を次のように変更し，土地改良法（昭和２４年法律第１９５

号）第８９条の２第１０項において準用する同法第５４条第４項の規定による換地処分の

公告のあった日の翌日から施行するものとする。

  令和元年９月１３日提出

新潟市長  中原 八一  

町（字）の区域及び名称変更調書 

変  更  前 変更後

町 字 地   番 町

小中川 前田 １５００から１５０４まで、１５０５の一部、 

１５４８の一部、１５４９から１５５５まで、 

１５５６の１の一部、１５５９の１の一部、 

１５６０の１の一部、１５６３の１の一部、 

１５６４の１の一部、１５６６の２の一部、 

１５６７の２の一部、１５９８の２、１５９９の２、

１６００の２、１６００の５、１６０１の２、 

１６０１の５、１６０２の１、１６０２の４、 

１６０３の１、１６０３の４、１６０４の１、 

１６０４の４、１６０５の１、１６０５の３、 

１６０６の１、１６０６の３、１６０７の１、 

１６０７の３、１６０８の１、１６０８の３、 

１６０９の１、１６０９の４、１６０９の９、 

上小吉 
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１６１０の２、１６１０の５、１６１１の２、 

１６１１の５、１６１２の２、１６１２の５ 

西蒲区上小吉２０２０から２０３０までの地先の西蒲区小古津新字江東の水

路である公有地の一部 

西蒲区上小吉２０５４から２０６４までの地先の西蒲区小中川字前田の水路

である公有地の一部 

大船渡 筒作 ３９９の一部、４００の１、４０１の１の一部、 

４０２から４０８までの各一部、 

４１１から４１５までの各一部、 

４１６から４２０まで、４２３から４２５まで、 

４４１から４４３まで、４５１から４５３まで、 

４５６、４５７の１、４５７の２、４５８の１、 

４５８の２、４６０の１、４６１の１、４６４、 

４７０から４８１まで 

真木 

真木 西 ２９７４の一部、２９７５の一部、３２５７の一部、

３２５８、３２６７の一部、３２６８の一部、 

３２６９、３２７０の１、３２７１の１、 

３２７１の３、３２７２の１、 

３２７４から３２７６まで、３２９０、３２９１の１、

３２９８の１、３２９９の１、３２９９の３、 

３３００の１、３３０１から３３０４まで、 

３３０５の１、３３０５の２、 

３３０６から３３１０まで、３３１２、３３１４、 

３３１６、３３１７の１、３３１７の２、 

３３１８の１、３３１８の２ 
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燕市大船渡字谷地１３９８に隣接する西蒲区大船渡字谷地の道路、水路、堤で

ある公有地の全部 

及び当該変更に伴う公有地を含む
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町（字）の区域及び名称変更略図 

縮尺 １：１５，０００

は ん 例

変 更 予 定 区 域 線

旧 町 （ 字 ） 区 域 線

①
①②

③

④ ⑤

④

町 字 町 字
① 真木 西
② 大船渡 谷地
③ 大船渡 筒作
④ 小中川 前田
⑤ 小古津新江東

番
号

変更前 変更後

真木 -

-上小吉



議案第８８号

損害賠償の額の決定について 

 次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

  令和元年９月１３日提出

                            新潟市長 中原 八一

１ 事件

  新潟市民病院において慢性硬膜下血腫に対する穿頭ドレナージ術を施行した際に，頭

蓋穿骨器で脳を損傷し，重度右片麻痺が残存した医療事故

２ 相手方

  新潟県阿賀野市在住の男性

３ 損害賠償の額

  新潟市が支払う損害賠償の額は，１８，５５５，６８７円とする。
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議案第９０号

   契約の締結について 

 次のとおり協定を締結するものとする。

  令和元年９月１３日提出

新潟市長 中原 八一  

工事名 契約金額 契約の相手方

新津こ線橋補修・補

強工事に関する協定

457,866,000 円 新潟市中央区花園１丁目１番１号

 東日本旅客鉄道株式会社 新潟支社

執行役員 新潟支社長 阿部 亮
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議案第９１号 

契約の締結について 

 次のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

  令和元年９月１３日提出 

                            新潟市長 中原 八一   

工事名 契約金額 契約の相手方 

主要地方道新潟中央

環状線（北陸自動車

道こ道橋）上部工工

事 

765,050,000 円 新潟市中央区東大通１丁目２番２３号 

 藤木鉄工 株式会社 

  代表取締役 熊倉 一 
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議案第９２号 

契約の締結について 

 次のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

  令和元年９月１３日提出 

                            新潟市長 中原 八一   

工事名 契約金額 契約の相手方 

北区役所新庁舎建設

工事 

1,326,600,000 円 本間・加賀田・丸運・皆川特定共同企業

体 

 代表者 

新潟市中央区西湊町通３ノ町３３０

０番地３ 

   株式会社 本間組 

    取締役社長 本間 達郎 

 構成員 

   株式会社 加賀田組 新潟支店 

 構成員 

   丸運建設 株式会社 

 構成員 

   株式会社 皆川組 
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議案第９３号 

契約の締結について 

 次のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

  令和元年９月１３日提出 

                            新潟市長 中原 八一   

工事名 契約金額 契約の相手方 

潟東小学校移転改築

工事 

1,416,250,000 円 福田・廣瀨・新潟藤田・伸晃特定共同企

業体 

 代表者 

新潟市中央区一番堀通町３番地１０

   株式会社 福田組 

    代表取締役社長 荒明 正紀 

 構成員 

   株式会社 廣瀨 

 構成員 

   株式会社 新潟藤田組 

 構成員 

   伸晃建設 株式会社  
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議案第９４号

指定管理者の指定について 

 次のとおり指定管理者を指定するものとする。 

  令和元年９月１３日提出 

                            新潟市長 中原 八一

施設名 

指定管理者 

指定の期間 

所在地 名称 

古町みなと住宅，

古町みなと住宅駐

車場 

新潟市中央区上大

川前通９番町１２

６８番地２ 

株式会社新潟ビル

サービス 

令和２年２月１日か

ら 

令和３年３月３１日

まで 
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議案第９５号 

未処分利益剰余金の処分について 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３２条第２項の規定により，平成３０

年度新潟市下水道事業会計未処分利益剰余金２，１１１，１８７，２４８円のうち８５５，

８１１，８８９円を資本金に組み入れ，残余を繰り越すものとする。 

  令和元年９月１３日提出 

                            新潟市長 中原 八一   
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議案第９６号

未処分利益剰余金の処分について 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３２条第２項の規定により，平成３０

年度新潟市水道事業会計未処分利益剰余金のうち，１，７７３，１５５，６６５円を建設

改良積立金に積み立て，２，２３６，４６２，０３８円を資本金に組み入れるものとする。

  令和元年９月１３日提出

                            新潟市長 中原 八一   
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議案第９７号

決算の認定について 

 平成３０年度新潟市下水道事業会計決算，平成３０年度新潟市水道事業会計決算及び平

成３０年度新潟市病院事業会計決算を監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

  令和元年９月１３日提出

                            新潟市長 中原 八一   

 決算書及び決算審査意見書は，別冊のとおり。 
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